
 

 

勧          告 説明図表番号 

エ 外国人労働者等の受入農場に対する指導及びと畜検査等の結果に関する情報を

活用した農場に対する指導の推進 

  今回、調査対象 17 道府県（20 家畜保健衛生所）における外国人労働者、海外

研修生等の受入農場等に対する指導の状況を調査したところ、以下のとおり、農

林水産省の通知等を踏まえ、外国人労働者等の受入農場に対する口蹄疫やアフリ

カ豚コレラの発生国への渡航等に関する指導が行われている道県や、と畜場法

（昭和 28 年法律第 114 号）に基づくと畜検査及び食鳥処理の事業の規制及び食

鳥検査に関する法律（平成 2 年法律第 70 号）に基づく食鳥検査（以下「と畜検

査等」と総称する。）の結果に関する情報を活用した農場に対する指導が行われ

ている県など農場に対するきめ細やかな指導が行われている例がみられた一方、

こうした指導が行われていない道府県においては、農場に対する指導を一層推進

する余地がみられた。 

 ① 外国人労働者等の受入農場に対する口蹄疫等の発生国への渡航等に関する指

導の状況 

調査した 17 道府県のうち 4 道県（注 1）（北海道（十勝家畜保健衛生所）、

栃木県（県北家畜保健衛生所）、愛知県（中央家畜保健衛生所及び東部家畜保

健衛生所）、島根県）（注 2）においては、口蹄疫に関する防疫対策強化通知

（注 3）などを踏まえ、平成 24 年度以降に、農場における外国人労働者等の受

入状況を把握し、外国人労働者等の受入農場が認められた場合には、飼養衛生

管理基準の翻訳版等の配布等が行われている。 

しかしながら、14 道府県（15 家畜保健衛生所）においては、外国人に対す

る差別として受け取られることが懸念されることなどを理由として、農場にお

ける外国人労働者等の受入状況の把握や外国人労働者等の受入農場に対する指

導が行われていない。 

（注 1）北海道では、調査対象とした十勝家畜保健衛生所において、外国人労働者等の受入

農場に対する指導等が行われている一方、網走家畜保健衛生所において、外国人労

働者等の受入農場に対する指導等が行われていないため、それぞれに計上してい

る。 

（注 2）島根県においては、当省の調査を契機として、県本庁担当課が農場における外国人

労働者等の受入状況を把握したため、県単位としている。 

（注 3）同通知により、農林水産省は、都道府県に対し、特に外国人労働者等の受入農場を

重点として、口蹄疫及びアフリカ豚コレラの発生国への渡航に当たっての留意事項

（渡航先の農場やと畜場などの畜産関連施設に立ち入らないことなど）や、帰国後

の留意事項（飼養衛生管理基準に基づき、帰国後一週間、必要がある場合を除き衛

生管理区域に立ち入らないことなど）等について、周知・指導することを求めてい

るが、農場における外国人労働者等の受入状況を把握することについては、明記さ

れていない。 

 

 ② と畜検査等の結果に関する情報を活用した農場に対する指導の状況 

調査した 17 道府県（注 4）におけると畜検査等の結果に関する情報の交換等

の状況（注 5）をみると、8 県（秋田県、新潟県、鳥取県、島根県、福岡県、熊
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本県、鹿児島県及び沖縄県）の家畜衛生部局においては、飼養衛生管理の向上

に有効であるとして、と畜場等を管轄する公衆衛生部局と調整し、各農場のと

畜検査等の結果に関する情報を入手しているだけでなく、県内の農場に疾病等

の発生状況を分析・整理した結果を提供し、疾病等の発生状況に応じて適切な

予防対策を提示するなど、と畜検査等の結果に関する情報が農場に対する指導

に活用されている。 

一方、残りの 9 道府県の家畜衛生部局においては、と畜検査等により把握さ

れた疾病等の情報と農場の飼養衛生管理の状況との関係が明確ではないことな

どを理由として、公衆衛生部局からと畜検査等の結果に関する農場別の情報を

入手しておらず、農場に対する指導にも活用していない。 

   （注 4）調査した家畜保健衛生所だけでなく、道府県本庁担当課に対する調査でも同様の状

況となっていることが確認されたため、道府県単位としている。 

（注 5）農林水産省は、と畜検査等の結果に関する情報は、各農場における疾病等の発生状

況やその傾向の把握に有用であることから、都道府県に対し、「家畜防疫対策要綱」

（平成 11 年 4 月 12 日付け 11 畜Ａ第 467 号農林水産省畜産局長通達。17 年 9 月 29 日

最終改正）により、家畜衛生部局（県本庁担当課及び家畜保健衛生所）と、と畜場及

び食鳥処理場との間で、当該情報の交換を積極的に行うように努めることを求めてい

るものの、情報の交換の方法や交換した情報の活用方法については、明記されていな

い。 

 

【所見】 

したがって、農林水産省は、農場に対する指導を一層推進する観点から、以下

の措置を講ずる必要がある。 

 ① 都道府県に対し、農場における外国人労働者等の受入状況を把握した上で、

外国人労働者等の受入農場に対し、口蹄疫に関する防疫対策強化通知に基づく

口蹄疫等の発生国への渡航等に関する留意事項の周知啓発を徹底するよう、指

導すること。 

 ② 都道府県に対し、と畜検査等の結果に関する情報の活用の意義や具体的な活

用方法、既に活用が行われている県の効果的な取組例を示して、と畜検査等の

結果に関する情報を農場に対する指導に有効に活用するよう指導すること。 
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表 2-⑷-エ-② 外国人労働者等の受入農場を把握し、当該受入農場に対し重点的に指導が

行われている例 

調  査 

対象機関 
調査結果 

北 海 道

（本庁及

び十勝家

畜保健衛

生所） 

 北海道（本庁）においては、経済部労働局が取りまとめ窓口となり、関係部

局（中小企業課、農政課等）が連携して、平成 18 年度から、北海道内の外国

人技能実習生の受入状況を把握することを目的として「外国人技能実習制度に

係る受入状況調査」を実施している。 

 当該調査においては、北海道内の農業協同組合が受入団体となり、受け入れ

ている外国人技能実習生の人数が把握されており、平成 23 年は 158 人、24 年

は 196人、25年は 227人の受入れが行われている状況が確認されている。 

 また、調査対象とした十勝家畜保健衛生所は、農林水産省からの口蹄疫に関

する防疫対策強化通知で口蹄疫等が発生している近隣諸国からの労働者等を

受け入れている農場に対し重点的に指導を行うよう求めていること、特に北海

道には、口蹄疫等が発生している近隣諸国から研修等の目的で多くの外国人が

入国している状況を受け、牛、豚等の農場における外国人労働者等の受入状況

を把握することを目的として、平成 25 年度に、管内の市町村の協力を得て調

査しており、この結果、管内 19 市町村のうち 17 市町村の 88 農場で 213 人の

外国人技能実習生の受入れが行われている状況を確認している。 

 同家畜保健衛生所は、当該調査の実施後においても立入検査等により農場に

往訪した際に外国人技能実習生の受入状況を確認することとしており、受入農

場が確認された場合は、農場が所属する関係団体等も含め、海外で使用した衣

服及び靴を農場に持ち込ませないようにするなど、飼養衛生管理基準のうち外

国人労働者等に関係する項目の注意喚起を重点的に行っている。 

 なお、北海道（本庁担当課）は、農場における外国人技能実習生等に対する

指導に活用するため、平成 25 年度に飼養衛生管理基準に関するリーフレット

（日本語、英語及び中国語）を作成し、ホームページに掲載するとともに、家

畜保健衛生所、市町村及び関係団体に対し周知した。 

栃 木 県

（県北家

畜保健衛

生所） 

栃木県は、農場の実態把握のため、県内の家畜保健衛生所において、立入検

査時に外国人労働者等を含めた農場で雇用されている従業員数を確認するこ

ととしており、調査対象とした県北家畜保健衛生所では、農場の情報を整理し

た台帳に外国人労働者等の数を記録している。 

同家畜保健衛生所は、牛農場における外国人労働者等の受入状況を集計して

おり、平成 26 年 9 月現在、34 農場（5 肉用牛農場及び 29 乳用牛農場）で 90

人の受入れが行われている状況を確認している。 

また、同家畜保健衛生所は、農林水産省からの口蹄疫に関する防疫対策強化

通知で口蹄疫等が発生している近隣諸国からの労働者等を受け入れている農

場に対し重点的に指導を行うよう求めていることを踏まえ、外国人労働者等の

受入農場に対して、母国からの荷物を農場に持ち込ませないルールを定めるな

どの指導を行っている。 

愛 知 県

（中央家

畜保健衛

生所及び

東部家畜

愛知県においては、平成 23 年の家畜伝染病予防法の改正により、口蹄病や

鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の防疫対策が強化されたことに伴い、県内で

も発生国との人の交流や物流を把握する必要が生じているとして、24 年度に、

立入検査等により農場に往訪した際に、外国人労働者及び技能実習生の受入状

況を調査しており、その結果、88 農場で 211人の外国人労働者等の受入れが行
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